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定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第 9 項

によりその結果を提出し、かつ、公表する。 

 

記 

 

1 監査の対象  総合政策部 税務課 

 

2 監査の期間  令和 3年 12月  1日から 

令和 3年 12月 28日まで 

 

3 監査の要領 

今回の定期監査は、令和 3年度(令和 3年 10月末日現在)における税務課の所管に係

る財務事務等を対象に関係資料の提出を求め、職員から説明を聴取し実施した。 

 

4 監査の結果 

税務課は 3係を擁し、参事 1人、参事補 3人、主査 11人、主任 3人、再任用職員 1

人、主事 6人、主事補 5人、会計年度任用職員 2人の合計 32人の職員で構成されてい

る。 

各係の主な分掌事務は、市民税保険税係では、市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱

産税及び国民健康保険税の調査並びに賦課、県民税委任事務、市税・国民健康保険税及

び附帯金の収入整理、課内の予算、経理及び庶務に関すること等。 

固定資産税係では、固定資産税及び都市計画税の調査並びに賦課、国有資産等所在市

町村交付金、土地及び家屋の台帳、名寄帳及び字図に関すること等。 

納税係では、市税・国民健康保険税及び附帯金の徴収、督促、滞納処分、納税普及に

関すること等であり、これらの事務事業を執行されている。 

 

(1) 予算の執行状況等 

一般会計の歳入は、予算現額 65 億 2,133 万 5,000 円に対し調定額 66 億 864 万



7,139円で、収入済額は 47億 4,457万 9,331円となっている。 

予算現額に対する収入済額の比率は 72.75％、調定額に対する収入済額の比率は

71.79％となっている。 

歳出は、予算現額 9,509万 2,000円に対し支出済額 4,742万 4,208円で、執行率

は 49.87％となっている。 

執行率がやや低いのは、一般会計の総務費の徴税費では、賦課徴収費の委託料で、土

地・家屋登記データベース構築業務委託料、市民税課税支援システム機器更新作業委託

料、住民税パンチ委託料、人材派遣業務委託料、家屋評価システム保守委託料他 7 件

2,822 万 4,356 円、使用料及び賃借料で、地方税電子申告支援サービス等利用料の電

算機使用料、登記課税連携システム使用料他 7件 476万 7,640円等が、また、繰越明

許費では、総務費の徴税費では、賦課徴収費の委託料でインターネット口座振替システ

ム環境設定委託料 462万円等が未執行のためである。 

 

国民健康保険特別会計の歳出は、予算現額 1,208万円に対し支出済額 661万 6,727

円で、執行率は 54.77％となっている。 

執行率が低いのは、総務費の徴税費では、賦課徴収費の役務費で、郵便料等通信運搬

費 226万 7,000円等が未執行のためである。 

 

税務課が令和 3年 4月 1日から令和 3年 10月末日までの間に実施した主な事務事業

に係る歳入歳出は、次のとおりである。 

一般会計の歳入の主なものは、市税の市民税では、個人市民税 12億 9,543万 6,301

円、法人市民税 2 億 3,300 万 658 円、固定資産税では、固定資産税 24 億 7,613 万

51 円、国有資産等所在市町村交付金 3,163 万 6,600 円、軽自動車税では、種別割 1

億 7,054万 6,720円、環境性能割 279万 7,800円、市たばこ税では、市たばこ税 2

億 5,055万 4,607円、都市計画税では、 都市計画税 2億 3,682万 1,694円が収入

されており、市税総額は、46億 9,692万 4,431円となっている。 

このほか、使用料及び手数料の手数料では、総務手数料の督促手数料 63 万 511 円、

県支出金の委託金では、総務費委託金の徴税費委託金で県民税徴収取扱費委託金 4,171

万 1,324 円、諸収入の延滞金・加算金及び過料では、延滞金 531 万 3,065 円が収入

されている。 

主な市税の現年課税分の調定についてみると、個人市民税は 22 億 2,814 万 7,884

円で、前年同期(22 億 7,463 万 1,009 円)に比べ 4,648 万 3,125 円の減少(減率

2.04％)となっている。これは、給与所得者の納税義務者が昨年度と比較して減少した

ことが主な要因である。 

また、法人市民税では 2 億 3,314 万 8,000 円で、前年同期(2 億 5,691 万 8,000

円)に比べ 2,377万円の減少(減率 9.25％)となっている。これは、令和元年 10月の法

人市民税の税制改正と、新型コロナウイルスの影響で徴収猶予申請により減少したもの

と考えられる。 

なお、個人市民税課税標準額段階別の所得割額状況及び法人市民税の現年課税分の月

別調定の状況は、次表のとおりである。 



 

個人市民税課税標準額段階別の所得割額状況 

(令和 3年 10月末日現在） 

                  区 分 

課税 

標準額段階別(千円) 

納税義 

務者数 

(人) 

総所得等 

金  額 

(千円) 

算出税額 

(Ａ) 

(千円) 

税額控除額 

(Ｂ) 

(千円) 

所得割額 

(Ａ－Ｂ) 

(千円) 

50以下 585 453,449 950 478 472 

   50超   ～ 100以下 455 395,255 2,042 790 1,252 

100  ～ 200 974 966,890 8,806 2,278 6,528 

200   ～ 400 1,846 2,262,617 33,205 5,188 28,017 

400   ～ 600 2,116 3,040,137 63,426 6,213 57,213 

600  ～ 800 2,056 3,422,923 86,181 6,202 79,979 

   800   ～ 1,200 3,822 7,811,681 228,694 15,120 213,574 

1,200  ～ 1,600 3,249 8,302,420 270,705 20,065 250,640 

1,600   ～ 2,000 2,388 7,305,550 256,574 22,498 234,076 

2,000   ～ 3,000 3,260 12,710,184 473,384 38,023 435,361 

3,000   ～ 4,000 1,391 7,204,080 285,570 11,189 274,381 

4,000   ～ 5,500 642 4,115,362 172,323 5,252 167,071 

5,500   ～ 7,000 193 1,601,576 69,342 2,046 67,296 

7,000   ～ 10,000 177 1,854,219 84,931 3,477 81,454 

10,000   ～ 20,000 149 2,421,584 116,372 6,357 110,015 

20,000超える金額 55 2,343,602 128,376 11,023 117,353 

合  計 23,358 66,211,529 2,280,881 156,199 2,124,682 

 



令和 3年度法人市民税月別調定状況 

(令和 3年 10月末日現在） 

         月  別 

区  分 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 合計 

税 額 

(千円) 

現年度 16,870 53,640 78,072 15,534 14,921 20,697 20,953 220,687 

過年度 11,217 210 123 773 17 97 24 12,461 

計 28,087 53,850 78,195 16,307 14,938 20,794 20,977 233,148 

法人数 

(件) 

現年度 120 388 199 159 148 108 171 1,293 

過年度 15 7 13 4 1 9 2 51 

計 135 395 212 163 149 117 173 1,344 

 

固定資産税の令和 3年 10月末日現在の調定は、29億 7,335万 1,200円で、前年同

期 30億 8,970 万 6,800 円に比べ 1億 1,635 万 5,600円の減少(減率 3.77％)とな

っている。これは、土地及び家屋の 3年に一度の評価替えにより評価の見直しが行われ

ことや、新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する

事業用家屋及び償却資産について、今年度に限り固定資産税の減額対象となったことが

大きな要因と推測される。 

なお、固定資産課税客体の状況は、次表のとおりである。 

 

土  地 

  (令和 3年 10月末日現在） 

地 積(㎡) 評 価 額(千円) 課税標準額(千円) 同 左 の 内 訳(千円) 

 32,595,456 147,065,635  61,662,080 
 個人  34,723,827  

 法人  26,938,253 

 

 

家  屋 

(令和 3年 10月末日現在） 

区 分 棟 数 （棟） 床 面 積（㎡） 評 価 額（千円） 

木 造 24,634 2,255,031 47,309,724 

非木造 7,547 1,874,472 62,063,022 

合 計 32,181 4,129,503 109,372,746 



償却資産課税状況 

(令和 3年 10月末日現在） 

納税義務者数(人) 
課税標準額 

内   訳 

個人 法人 
市で決定した価格（ア）

(千円) 

知事及び大臣配分額 

(千円)            (千円) 

176 707 48,357,177 38,293,198 10,063,979 

 

備考（ア）の内訳(千円) 

構築物 7,389,497 

機械及び装置 23,728,763 

船舶 260 

車両及び運搬具 188,925 

工具器具及び備品 6,985,753 

計 38,293,198 

 

一般会計の歳出の主なものは、総務費の総務管理費では、諸費の償還金利子及び割引

料で、固定資産税還付等市税還付金 2,642万 4,495円が支出されている。 

徴税費では、賦課徴収費の役務費で、郵便料及び口座振替手数料等 654 万 483 円、

委託料で、税務課繁忙期人材派遣業務委託料 157万 5,420円、市税収納事務委託料 148

万 8,638円、法人市民税課税システム改修委託料 127万 6,000円、標準宅地時点修正

鑑定委託料他 5件 353万 4,586円、使用料及び賃借料で、地方税電子申告サービス利

用料他 4件 261万 5,360円、負担金補助及び交付金で、地方税共同機構負担金他 4件

221万 9,445円等が支出されている。 

国民健康保険特別会計の歳出の主なものは、総務費の徴税費では、賦課徴収費の役務

費で、郵便料等通信運搬費 100万円等が支出されている。 

市税等の徴収率についてみると、市税は、本年度 71.59％に対し前年同期 70.28％

で 1.31ポイント上昇し、国民健康保険税は、本年度 37.07％に対し前年同期 36.78％

で 0.29ポイント上昇している。 

なお、市税及び国民健康保険税の収入状況は次表のとおりである。 



 

市税及び国民健康保険税の収入状況 

(令和 3年 10月末日現在） 

区  分 
予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) C/A C/B 

前 年 

同期比 

(円) (円) (円) (％) (％) (％) 

市 

 

 

税 

市 民 税 2,416,843,000 2,544,187,574 1,528,436,959 63.24 60.08 60.19 

固定資産税 2,985,639,000 3,138,919,603 2,507,766,651 83.99 79.89 77.50 

軽自動車税 168,125,000 186,351,105 173,344,520 103.10

75 

93.02 

85. 

92.62 

市たばこ税 477,999,000 303,900,368 250,554,607 52.42 82.45 82.23 

特別土地保有税 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

都市計画税 381,924,000 387,633,589 236,821,694 62.01 61.09 59.36 

合  計 6,430,530,000 6,560,992,239 4,696,924,431 73.04 71.59 70.28 

国民健康保険税 904,219,000 1,202,522,962 445,807,744 49.30 37.07 36.78 

 

（2）経理事務の手続きについて 

経理事務については、支出負担行為書、その他関係諸帳簿等照合検査の結果、い

ずれも符合していた。 

備品については、台帳と一致し概ね良好に管理されていた。 

 

  (3）指摘事項について 

 特に指摘すべき事項は、見受けられなかった。 

 

以上が、総合政策部税務課に関する定期監査の結果である。 

当課は、地方税法、所得税法、国税徴収法、租税特別措置法、国税通則法、その他関

係法令に基づき業務を遂行されている。 

課税事務においては、税制改正への対応や、市県民税・国民健康保険税の年金特別徴

収制度や国税連携制度、eLTAX による電子申告サービスへの対応等、限られた期間内で

の課税データの作成に大変苦慮されている。基幹税務システムの標準化では、国、地方

税共同機構からのデジタル化のスピードが早く、改修・事務運用のイメージが難しく、

さらに知識の習得やプログラム改修には常に経費を要するといった課題もある。職員の

経験年数にもよるが、システム入力後のテストや確認等は慎重に行い、適正な課税業務

推進に努められるように望むものである。 

また、固定資産の土地及び家屋の評価額については、国が定めた固定資産評価基準に

基づき算定を行っているものの、納税者から売買実例との価格差等で、問い合わせが多

数寄せられている。全国的にも、評価額が「適正な時価」を超えているとした不服申立

てや、裁判が増加傾向にある。 

さらに、宅地の評価については、令和 6年度から評価を行うこととされており、今年



度決定した標準宅地について、来年度不動産鑑定評価を委託し、各標準地間の価格や相

続税路線価とのバランスを取りながら、路線価の布設を計画されているが、通常業務も

行いながらであるため担当者の負担増が懸念される。 

新型コロナウイルスの終息が見えず、前年度に引き続き今年度の市税も支払い猶予等、

財源の確保も懸念されるが、自治体経営にとって税は財源の根幹であり、地方税に対す

る納税者の信頼を確保していくためには、税務行政の適正かつ公平な執行が重要である。

そのためにも、法令に基づき、迅速かつ正確な課税事務処理や専門的知識や経験に裏打

ちされた滞納整理等が求められている。 

事務の見直しとしては、令和 2 年 4 月にコンビニ収納サービスを導入、令和 3 年 9

月からはスマホ決済サービスを開始し、市民の利便性の向上と合わせ、コロナ禍におけ

る市税等の分散及び非接触の収納が可能となった。 

また、12月議会では、直方市税条例が改正され、来年度から市税等の督促手数料が廃

止されることとなった。督促手数料を加算した納付書の再発行・郵送、金融機関からの

問い合わせなどに要する時間とコストの削減が図られ、市民サービスの向上、適正な課

税・収納事務の推進が図られるものと大いに期待するところである。 

 


